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本会議での冒頭発言より（安倍政権、伊藤市長へ）
安倍政権の暴走が止まりません。｢戦争法｣が成立して、１９日で１年です。
海外に派遣する自衛隊に新任務を与える訓練の開始など「戦争法」の具体化、自民党改憲案を「ベース」に具体化する明文改憲の姿勢、「共謀罪」の再燃、「核抑止力」への執着、沖縄での米軍新基地建設のごり押し、環太平洋連携協定(ＴＰＰ)の批准、労働法制の改悪、医療・介護保険の改悪など、安倍政権は７月の参議院選後、民意無視の暴走を加速しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

参議院選では争点を隠し・誤魔化しておいて、選挙が終われば悪政を国民に押し付ける。こんな｢だまし討ち｣は許されません。
参議院選で大きな力を発揮した「市民プラス野党」の共闘を更に発展させることが、安倍政権の暴走をストップさせ、政権を倒し、政治を変える大きな力につながります。参議院選の中で培われた、市民と野党との新しい連帯と信頼の絆を更に広げ、来るべき衆議院選挙では、小選挙区での野党共闘の取組が広がる事を期待します。
伊藤市長は、１１月の市長選に立候補する事を表明しました。そして当面は、スピード感をもって取り組む。市長就任以来取り組んできた事や成果について話し、今後「重要だが満足度が低い」項目について、５点程示しました。
1 中心市街地の整備　→　ちゃんと市民の意見を聞いてください。
2 行財政化改革　（時代にふさわしいサービスとは何なのか具体的に上げて欲しい。ワンストップの総合相談窓口とは何なのか。社協などに何でも委託ではなく是非直営でやって欲しい。）
3 地域コミュニティの形成　→　地域包括ケアの構築は、国・自治体の責任逃れですよ。
4 教育環境の整備　→　中一ギャップは、小中一貫校導入への根拠のない理由です。それよりも小学校の普通教室にエアコンを設置して下さい。地方創生の予算でも出来ますよ。
5 防災対策　→　命山とデジタル同報系防災行政無線。住民に責任を転嫁せず、市のすべき方針をちゃんと出して下さい。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください。
日刊紙　月３,４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議員団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは　２２－３０２８　（星野自宅）
星野公平の一般質問に対する答弁（再質問を除く）
１、貧困対策について、（１）生活保護の現状と生活困窮者自立支援事業の今後、
【質問①】生活保護の現状と対応について、
【答弁】生活保護率は、三重県全体では減少しているが、桑名市は増加している。就労指導は、必要な指導・指示をしており、弁明の機会を設け、すぐさま停廃止は行っていない。通院の移送費は適正に決定している。生活扶助の見直しが実施された際には、他の影響を鑑み、関係所管と連携して対応する。資産申告は、負担にならない様適切に実施した。ケースワーカーを含め関係職員は、生活保護の必要な方の実態を把握し、必要な保護を行うよう努めて参りたい。
【質問②】生活困窮者自立支援事業の現状と今後は、
【答弁】必須事業として自立相談支援事業と住居確保給付金支給を行っている。任意事業として学習支援事業「学びサポート」と家計相談支援事業を実施している。就労準備支援事業等を計画、検討している。
【質問③】「居住支援協議会」について、
【答弁】関連部局や社会福祉法人等と連携を図りながら研究していく。
２、都市計画について、（１）桑名駅周辺について、
【質問①】「桑名駅周辺土地利用構想懇話会」の今までの内容は、
【答弁】桑名駅西土地区画整理事業及び桑名駅東西自由通路整備計画による交通結節機能強化を図る中、桑名駅周辺の土地利用及び機能導入に関して、幅広い分野での意見を徴収し、地理的優位性を活かした元気なまちを実現するために、将来的な桑名駅周辺のあり方を検討している。現在まで４回開催。（内容は再度情報公開が必要。）
【質問②】住民の意見はいつ聞くのか、
【答弁】必要な機能の導入の素案が出来たら、来年早々にも諮って参りたい。
【質問③】市長への提言はいつ頃になるのか、
【答弁】来年の４、５月頃。桑栄メイトについては、管理組合の皆さんの方向性等が定まり次第、協議していきたい。　　　　　　　　　　　　（裏面に続く）
【質問④】立地適正化計画との関連は、
【答弁】立地適正化計画は、具体的な誘導区域や誘導施設の素案をまとめている段階であり、外部委員を含めた検討会議やパブリックコメント等で意見を貰いながら設定していく。土地利用構想懇話会で頂く提言は、ご意見とさせていただきながら策定していく。
【質問⑤】駅西土地区画整理事業は予定通り進行か、仮換地の変更手続きは、
【答弁】整備プログラムに沿って移転補償、工事等進めている。中断移転住宅は、今後事業者の選定の上、早期着手を図りたい。高度利用は、地区の皆様方の意見を頂きながら慎重に進めていく。土地活用意向調査の結果は、共同化ではなく自己での利用にて、駐車場、一般住宅、店舗併用住宅等を考えている方が多かった。
【質問⑥】再々開発も含め、駅舎はどうなるのか、
【答弁】当市の玄関口として、景観計画に沿った形でまちの顔としての魅力を創出するため、東西自由通路及び橋上駅舎化のデザイン等を協議、検討中です。
３、受益者負担について、（１）市の考えは、
【質問①】市の基本的な考え方は
【答弁】事業を安定的な持続可能なものとする事が重要です。サービスにより利益を受ける方が特定されるものについては、総てを税金で賄うとサービスを受ける方と受けない方との不公平が生じることから、その利益を受ける特定の方に、受益の範囲内で一部の負担をいただく。（事業によって内容も様々）
【質問②】基準は作って公表するのか、
【答弁】事業ごと、施設ごとに受益者負担の対象となる経費を明らかにしたうえで、経費のうちのどれだけを受益者が負担するのが妥当か検討し、他市町との比較や経済状況等総合的な観点から定める。基準を作成する場合、公表する。
４、地方創生について、（１）成果と今後の対応について、
【質問①】雇用の増大は、
【答弁】雇用を増やすためには、市内企業の活性化が必要であり、桑名市まち・ひと・しごと創生総合戦略では、中小企業の振興と競争力向上及び企業誘致の推進などを位置付け、取り組みを進めている。
【質問②】人口の増加は（質問はしませんでした。）、
【答弁】現時点ではその効果を図る段階にない。地域内における経済の好循環や雇用創出による地域活性化のために、現在、確実な基盤づくりを進めている。
【質問③】中小企業振興条例の制定は(公契約条例)、
【答弁】「中小企業振興条例」　中小企業、小規模事業者は雇用や経済、社会を支える重要な存在であると言えます。桑名市におきましても、すぐに条例制定ということは考えておりませんが、県内を含む他市の状況を踏まえながら研究して参ります。　「公契約条例」　引き続き調査研究を進めていくという段階です。
後期高齢者医療制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来春から特例軽減廃止で保険料暴騰（１０倍になる人も）
年齢で医療を差別する後期高齢者医療制度は廃止するしかありません。保険料は、最終的には各県の連合議会(三重県は市町の首長や議長等で構成)で決められます。今年の２月の値上げの時には、値上げ案が公表されず、議決後に始めて分かったという状況でした。この議会には民主主義も無く、国からの言いなりです。　　ｐ安倍政権は２０１７年４月から、７５歳以上が加入する後期高齢者医療制度について、低所得者の保険料を最大９割軽減している特例措置(特例軽減)を段階的に廃止しようとしています。７５歳以上の６割近い９１６万人が対象で、保険料は２～１０倍に跳ね上がります。低所得者を狙い撃ちにした大負担増です。　　　　ｐ後期高齢者医療制度は、導入時の担当が「医療費が際限なく上がっていく痛みを高齢者に直接感じてもらう」と言った様に、高齢者を囲い込んで負担増と差別医療を押し付ける制度です。「まるでうば捨て山だ」と怒りの世論が広がる中、導入時（２００８年４月）に設けざるをえなかったのが保険料の「特例軽減」であり、最大７割の軽減措置をさらに最大９割まで軽減しています。　　　　　　　　ｐ安倍政権はこの特例軽減を「現役世代との負担の公平化」の名で廃止し、「急激な負担増となる者には激変緩和措置を講ずる」としています。　　　　　　　　　　ｐ特例軽減が廃止されれば、保険料は２倍、３倍、５倍、１０倍以上に跳ね上がる人まで出てきます。すでに保険料は４回も値上げされ、２０１６年度の月平均保険料は５,６５９円です。低年金に加え、消費税増税やアベノミクス下の物価上昇も生活を圧迫。保険料を払えない高齢者は約２４万人（２０１５年度）と高止まりしています。滞納を理由に保険証が取りあげられ、有効期間が短い短期証になった人は約２万５千人（同）と増加傾向です。継続的に医療にかかれなくなる事態が広がっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ特例軽減の段階的廃止の方針に対し、長野、愛知、宮城各県の後期高齢者医療広域連合議会では、特例軽減の継続を求める意見書を可決。「安心して医療を受けるため、恒久的な制度とする」（愛知県）ように政府に求めています。　　　　　　ｐ日本共産党は、特例軽減の廃止に反対し、後期高齢者医療制度は廃止して老人保健制度に戻し、保険料・窓口負担の軽減や差別医療をなくすことを主張しています。
米軍新基地建設訴訟　国の主張(埋め立てを容認)の不当判決

翁長沖縄県知事が国の是正指示（辺野古埋め立て承認取り消しの撤回）に従わないのは違法だとして、国が県を訴えた訴訟で、福岡高裁那覇支部は、１６日、「是正指示に従わないのは違法」との不当判決を出しました。翁長知事は即日、最高裁に上告し、高裁判決の破棄を求める考えを表明しました。このような判決は、沖縄県だけの問題ではなく、日本の地方自治・民主主義のあり方に困難をもたらすもので、憲法で認められた地方自治が本来の役割を果たせなくなります。
日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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Ｎｏ．２６７　　　　２０１６年　　９　月　２２　日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５































































































